
◎特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正

する法律 
（令和五年五月三一日法律第三八号）   

一、 提案理由（令和五年四月一一日・参議院文教科学委員会） 

○国務大臣（永岡桂子君） この度、政府から提出いたしました特定先端大型研究施設

の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の

概要を御説明申し上げます。 

 我が国の科学技術を振興し、国際競争力の飛躍的な向上につながる研究成果を世界に

先んじて創出するためには、先端的かつ高度的な、高度な研究等を行うための施設を多

様な研究者等に開放し、その共用を促進する等、我が国の科学技術に関する研究等の基

盤の強化を図ることが必要です。 

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設は、世界最

高水準の機能を有する、性能を有する研究施設であり、本施設から発生する放射光は、

生命科学、物質科学等の様々な研究分野において、画期的な計測等の手段として用いる

ことが可能です。そのため、産業界も含めた多様な研究者等に対して、本施設の共用を

促進することが強く求められています。 

 この法律案は、このような状況を踏まえ、同機構により設置される放射光施設の共用

を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、本施設を特定先端大型

研究施設に追加するとともに、同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務

等を行わせることとする等の措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、この法律の対象となる特定先端大型研究施設のうち特定放射光施設として、

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設を追加するこ

ととしております。 

 第二に、同機構は、特定先端大型研究施設の設置者として、放射光共用施設の建設及

び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとす

るとともに、文部科学大臣の定める基本方針の内容に即して当該業務の実施計画を作成

し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととしております。 

 第三に、文部科学大臣は、特定先端大型研究施設の設置者として同機構が行うものと

された業務のうち、施設利用研究を行う者の選定や支援等の業務の全部又は一部を登録

施設利用促進機関に行わせることができることとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、参議院文教科学委員長報告（令和五年四月一四日） 

○高橋克法君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ



る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施

設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るための措置を講じよ

うとするものであります。 

 委員会におきましては、次世代放射光施設ナノテラスの活用により期待される成果、

ナノテラスの安全管理方策、地域及び産業界との連携の在り方等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月一三日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、次世代放射光施設ＮａｎｏＴｅｒａｓｕの整備は、官民地域パートナーシップとい

う新たな方式により、国、地域及び産業界が連携して行っていることから、施設の運

用に当たっては、各主体の役割と責任の所在を明確にするとともに、安全管理や情報

セキュリティなどについて一元的な対応ができるよう適切な体制を構築すること。 

二、次世代放射光施設ＮａｎｏＴｅｒａｓｕが、イノベーションの創出に向けた人材、

知、資金の好循環を生み出す地域の場の中核となり、学術・産業界の幅広い分野で活

用される最先端の研究開発基盤としての役割を最大限果たすことができるよう、国内

外の放射光施設等との連携やスーパーコンピュータ「富岳」を始めとする高性能な計

算環境の活用等を推進すること。また、先端技術による東北の創造的復興を実現する

観点から、福島国際研究教育機構、地域企業、大学等との連携に努めること。 

三、科学技術立国の実現を目指す我が国にとって、先端的な研究施設を整備し、若手研

究者を含む産官学の研究者による積極的な利活用を促進することで、学術・産業界に

おける国際競争力を強化していくことが重要であることに鑑み、既存の特定先端大型

研究施設の老朽化対策を着実に実施するとともに、技術革新の進展等に対応した施設

の高度化を推進するため、十分な財政措置を講ずること。 

四、特定先端大型研究施設間の連携を図り、登録施設利用促進機関における研究実施相

談を充実するため、研究実施相談を担う人材の育成・確保に向けて国として必要な施

策を実施すること。 

五、科学技術に対する国民の理解を深めるため、特定先端大型研究施設を活用して得ら

れた研究成果について分かりやすい情報提供等を行うこと。その際、特に、児童生徒

の科学技術に対する興味や関心を高めるための取組の実施に努めること。 

六、特定先端大型研究施設を活用して得られる研究成果を最大化するためには、研究者



が長期的な視点に立って自由な発想で研究活動に従事できることが重要であることに

鑑み、大学において任期を付さない安定的な身分の研究者を増やすことができるよう、

人件費の基礎となる国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的

経費を確実に措置すること。 

  右決議する。 

三、衆議院文部科学委員長報告（令和五年五月二五日） 

○宮内秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設の

共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、当該施設を特定先

端大型研究施設に追加するとともに、同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供す

る業務等を行わせることとする等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十九日本委員会に付託され、同日永岡文

部科学大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、昨日、質疑を行い、これを終

局した後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 なお、本案に対する附帯決議が付されたことを申し添えます。 

以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月二四日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 次世代放射光施設ＮａｎｏＴｅｒａｓｕの整備は、官民地域パートナーシップとい

う新たな方式により、国、地域及び産業界が連携して行っていることから、施設の運

用に当たっては、各主体の役割と責任の所在を明確にするとともに、安全管理や情報

セキュリティなどについて一元的な対応ができるよう適切な体制を構築すること。 

二 スタートアップやベンチャー企業等によるイノベーションの創出が我が国の持続的

な経済成長や発展に欠かせない重要な要素の一つであることに鑑み、意欲のある起業

家等に対して次世代放射光施設ＮａｎｏＴｅｒａｓｕの利活用を広く働きかけるとと

もに、その研究成果が最大限に活かされるよう十分な支援策を講ずること。 

三 科学技術立国の実現を目指す我が国にとって、先端的な研究施設を整備し、若手研

究者を含む産官学の研究者による積極的な利活用を促進することで、学術・産業界に

おける国際競争力を強化していくことが重要であることに鑑み、既存の特定先端大型

研究施設の老朽化対策を着実に実施するとともに、技術革新の進展等に対応した施設

の高度化を推進するため、十分な財政措置を講ずること。 

四 特定先端大型研究施設間の連携を図り、登録施設利用促進機関における研究実施相

談を充実するため、研究実施相談を担う人材の育成・確保に向けて国として必要な施



策を実施すること。 

五 科学技術に対する国民の理解を深めるため、特定先端大型研究施設を活用して得ら

れた研究成果について分かりやすい情報提供等を行うこと。その際、特に、児童生徒

の科学技術に対する興味や関心を高めるための取組の実施に努めること。 

六 特定先端大型研究施設を活用して得られる研究成果を最大化するためには、研究者

が長期的な視点に立って自由な発想で研究活動に従事できることが重要であることに

鑑み、大学において任期を付さない安定的な身分の研究者を増やすことができるよう、

人件費の基礎となる国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的

経費を確実に措置すること。 


